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１．会社が保有する会社従業者等に関する個人情報（以下「雇用管理情報」と称する）
	分　類
	個人データ

	基本情報
	氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、従業員番号、学歴、入社年月日、所属部署、役職など

	人事情報
	異動歴、昇格歴、人事考課、表彰・懲戒など

	賃金情報
	給与・賞与・諸手当・退職金基礎額、税金・社会保険料など
各種控除額、給与振込口座など

	勤務情報
	出勤日数、休日、労働時間、残業時間、年休付与・取得状況など

	資産・債務情報
	財形貯蓄残高、住宅融資残高、厚生貸付額など

	家族・親族情報
	家族構成、同居・別居、扶養関係、職業・収入、家族の健康など

	福利厚生情報
	寮・社宅入居、住居費補助状況など

	教育・資格・免許情報
	研修受講記録、ＴＯＥＩＣ受験結果、保有資格・免許など

	健康管理情報
	健康診断結果、診断書など

	保険情報
	団体扱い損害・生命保険加入状況など

	経理情報
	経費精算口座、コーポレートカード、経費精算履歴など

	安全情報
	事故災害記録、交通事故記録、通勤車両ナンバー、自動車保険金額、運転免許証番号など

	採用情報
	氏名、住所、連絡先、生年月日、学歴、賞罰、資格免許保有状況、選考結果、在学時の成績、健康診断結果など



２．利用目的について
　　会社における雇用管理情報の利用目的は以下のとおりとする。
　　①人事異動
　　②人事考課
　　③本人への連絡
　　④緊急時の家族への連絡
　　⑤給与・賞与、経費などの支払い業務
　　⑥社会保険支払い業務
　　⑦年末調整等税務処理業務
　　⑧年金、保険、社宅、住居費補助など福利厚生業務
　　⑨健康状態の把握
　　⑩研修、通信教育、資格免許取得など人材育成に関する業務
　　⑪労働基準法、労働安全衛生法などへの対応
　　⑫国税庁、税務署などの調査への対応
　　⑬会社従業者になろうとする者の採否の決定と通知
　　⑭その他　人事、福利厚生、経理・税務業務など

３．共同利用について
　　会社が保有する雇用管理情報の一部を次のとおり共同利用する。
①共同利用の相手先
　　　東ソー日向労働組合
　　②共同利用の目的
　　　東ソー日向労働組合員の管理、組合費の計算、労働協約に定める項目のチェックを行うため、基本情報、人事情報、賃金情報および勤務情報を共同利用する。

４．業務委託について
　　　「２．利用目的」の達成および円滑な推進のため、業務の一部を次の相手先に委託し、必要な雇用管理情報を提供する。会社は提供先に対して個人情報先に対して個人情報を適切に使用・管理するよう管理・監督を行う。
　　①業務委託の相手先
　　　東ソー株式会社
　　　東ソー総合サービス株式会社
　　②業務委託の内容
　　　東ソー株式会社　　　　　　　　福利厚生業務、教育業務
　　　東ソー総合サービス株式会社　　福利厚生業務、教育業務、給与・賞与計算業務、
社会保険料計算業務、年末調整等税金計算業務、
給与・賞与明細書等作成業務

５．第三者提供について
　次のいずれかに該当する場合について、会社従業者等の「雇用管理情報」を第三者に提供することがある。
　　①東ソー関連健康保険組合の管理運営を行うため、基本情報の一部を提供する場合
　　②出向先での人事管理を円滑に行うため、出向先に基本情報、人事情報、家族・親族情報、賃金情報、教育・資格情報等を提供する場合
　　③会社従業者等の福利厚生の観点から生命保険・損害保険の斡旋を行うため、東ソー物流株式会社に基本情報を提供する場合
　　④法令に基づき提供を求められた場合
　　⑤人の生命、身体または財産の保護が必要な場合であって、会社従業者等本人の同意を得ることが困難な場合
　　⑥国または地方公共団体等の公的な事務を実施する上で、協力する必要がある場合であって、会社従業者等の同意を得ることが当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れがある場合
　　⑦以上の場合以外に会社従業者等の同意がある場合

６．開示
　　　会社従業者等が、自身に関する雇用管理情報に関して情報の開示を希望する場合には、本人であることを確認した上で、適切な期間および範囲で開示する。
　　　ただし、次に該当する場合は、本人に開示しないものとする。
①開示することにより人事管理の実施または労使関係の維持に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
②業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
③本人または第三者の生命、身体、財産、その他の権利を害するおそれがある場合
④雇用管理情報を開示することが法令等に違反することになる場合

７．訂正・削除等
会社従業者等が、自身に関する雇用管理情報に関して訂正、追加または削除を希望する場合には、会社従業者等本人であることを確認した上で、事実と異なる内容がある場合には、適切な範囲で訂正、追加または削除を行う。ただし、訂正等の内容が事実でなく評価に関する情報である場合はこの限りでない。

８．利用の停止
　　次に掲げた理由により会社従業者等本人に関する雇用管理情報の利用停止を希望する場合には、会社従業者等本人であることを確認した上で、適切な期間および範囲で利用停止する。
　　①本人の同意のない目的外利用
　　②不正な取得
　　③本人の同意のない第三者提供
　
９．受付窓口
　　上記６～８に関する申し出およびその他雇用管理情報に関する問合せは、総務課にて受け付ける。
　　
以　上
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